
若狭における福井県の「でたらめ行政」を検証する（その21)

河内川ダム建設の無駄と無謀 その③

こ う ち が わ

民主党政権の 「できるだけダムにたよらない治水」 政策を

骨抜きにした国交省河川局官僚と福井県河川課の詐欺的手法（１）

(小浜市) 松本 浩

福井県は、国に提出した「河内川ダム事

業計画書」において「ダムサイトでは 21
条の断層を想定している。いずれも小規模

で特に問題となるものはない」と、基礎岩

盤の脆弱（ぜいじゃく）な地質を軽視する

姿勢をあらわに示していた。

しかし、その直後、「ダムサイトの基礎

岩盤に想定外に大きな亀裂」のあることが

分かり、対策のため 09 年度予算の「測量
及び設計費」2 億 5,700 万円の大部分を予
定にはなかった地質の再調査及び本体設計

の見直しに回さざるを得なくなった。

ダム予定地の横坑補修や開削、ボーリン

グなどの地質調査に 1 億 1,715 万円、本体
設計の見直しや修正などに 1 億 2,107 万
円、計 2 億 3,800 万円余りを投入して応急
対策に没頭しなければならないほどであ

り、ダムが完成したとしても果たして試験

湛水に耐え得るかどうか･… 基礎岩盤の

亀裂はそれほど深刻なものであった。

湖周道路法面(のりめん)の崩落状況 2011年3月18日撮影

ちょうどその頃、2009 年 8 月に行われ
た総選挙で、「コンクリートから人へ」な

どのスローガンを掲げた民主党が国民多数

の支持を得て政権交代を実現 した。

民主党のダムに関するマニフェストは

「ダムは、河川の流れを寸断して自然生態

系に大きな悪影響をもたらすとともに、堆

砂により数十年から百年間で利用不可能に

崩落する湖周道路の法面。道路下に湛水すれば同様に

山腹はいたる所で崩落する地質。 2011年5月7日撮影



なります。環境負荷の大きいダム建設を続

けることば将来に大きな禍根を残すもので

す。（中略） 現在計画中または建設中の

ダムについては、これをいったんすべて凍

結し、一定期間を設けて、地域自治体住民

とともにその必要性を再検討するなど、治

水政策の転換を図ります」であった。

9月には鳩山内閣が誕生し、12月には前
原国土交通大臣が「できるだけダムにたよ

らない治水」をスローガンとして「今後の

治水対策のあり方に関する有識者会議」（以

下、有識者会議）を設置した。

2010年 9月 27日に開かれた第 12回「有
識者会議」は、今後の治水対策のあり方に

ついての「中間とりまとめ」を策定し、翌 9
月 28 日、国土交通大臣はこれを受けて、
全国で計画中のダム事業のうちの河内川ダ

ムなど 83 事業のダムについて「検証に係
る検討」を指示（直轄事業の場合）又は要

請（補助事業の場合）した。

なお、「検証に係る検討」に際しては、

同日、「事業の再評価の枠組みを活用する

こと」とし、その枠組みに該当するものと

して「ダム事業の検証に係る検討に関する

再評価実施要領細目」（以下、細目）が策

定された。

基礎岩盤の脆弱性、河内川ダムに貯水が

始まると貯水域の山腹がいたる所で崩壊し

て貯水池に大量の土砂がなだれ込む危険、

豊かな地下水に恵まれた小浜にダムは不要

なことなどを長年主張して来た筆者など

は、この「検証」に大きな期待を寄せた。

ところが、「できるだけダムにたよらな

い治水」を目指すダムの検証は政権主導と

はならず、現実には国土交通省河川局中心

の官僚主導となって行われたため、「先ず

ダムありき」の路線に乗せられて民主党の

「治水政策の転換」は成らなかった。

河内川ダムの場合 ダム検証はどのよう

に行われたか、その概略を見る。

先ず、「細目」は「補助事業の検討主体

は都道府県」であると規定したために、ダ



ム事業を推進している当の西川一誠知事が

河内川ダムの検証を行うこととなる。次に、

「細目」は検証に当たっては、検討主体は

「関係地方公共団体からなる検討の場」を

設置して検証を進めると規定しているの

で、西川知事は、福井県土木部長と松崎小

浜市長及び森下若狭町長、有識者からなる

「福井県・市町検討会」を設置した。 「福

井県・市町検討会」（以下、検討会）は次

の日程で開催された。

▼ 第 1回「検討会」 2010年 10月 28日
検証の方針と具体的な進め方

▼ 第 2 回「検討会」 2010 年 12 月 5 日
目的別の代替案の抽出

▼ 第 3 回「検討会」 2011 年 3 月 17 日
ダム事業の点検、対応方針の検討

▼ 第 4 回「検討会」 2011 年 6 月 1 日
対応方針（原案）の検討

「検討会」は、いずれも福井県（検討主

体）が国土交通省の「細目」に例示された

内容に沿った対策案（河内川ダムとそれ以

外の案）を提出して、ダム事業に積極的に

参画している松崎市長や森下町長、有識者

（細田教授）ら構成員の意見を開くという

形で進められた。検討結果は当然に「現行

のダム計画案」が一番良いという結論に導

かれるようになっている（西川知事が選ん

だ有識者は異論を唱えない）。

河内川ダムは、治水目的（洪水調節）と

利水目的（小浜市の上水道用水及び若狭町

の上水道用水・工業用水・かんがい用水）

を合わせ持つ多目的ダムである。

利水対策案の検討例で見ると、「細目」

が例示した利水対策案の中から「検討会」

が比較検討の対象として最終的に抽出した

のは、① 現行の河内川ダム建設案（残事

業費 270 億円） ② 河道外貯留施設（貯

水池）新設案 ③ 海水淡水化施設新設案

の 3案であった（注：例示された対策案に
あった 地下水取水案 は、小浜市が「小浜

平野での地下水の利用量は、冬季降雪時に

賦存量を超過し、塩水化の危機があるため、

現水道水源の転換が必要な状況であり適用

は不可」との意見を具申したので外され

た）。

②の「貯水池案」は、若狭町関・瓜生地

区に広がる水田 42 ヘクタールを掘削して
貯水池を造成し、北川の流水を池に引いて

貯める（165 万立方㍍〉。そして、貯めた
水を小浜市や若狭町の上水道用水、工業用

水、かんがい用水として分配するというも

のである（351億円）。
③の「海水淡水化案」は、小浜湾の海岸

（4.6 ヘクタール）に海水を真水に変える
工場を建設し、淡水化した真水を小浜市の

上水道施設や若狭町の上水道施設、工業用

水道施設、かんがい施設に送水管で分配す

るというものである（658億円）。

荒唐無稽で現実離れの対策案、ばかばか

しいと言っても過言でない代物である。こ

の 3案（前ページの図）を「細目」が示し
たコスト、実現性、持続性、地域や環境へ

の影響等から比較検討した結果として下さ

れたのが、「時間的観点からみた実現性や

地域社会への影響について他の案に比べて

優位であり、かつコストが一番小さい『ダ

ム案』が最も適当である」 との総合評価

であった。この総合評価が 2011 年 6 月に
福井県の「報告書」としてまとめられて国

土交通省に提出された。

国土交通省は「報告書」について「有識

者会議」の意見を聞き、「有識者会議」は

この総合評価が「中間とりまとめ」で示さ

れた検証内容に沿って検討されたかどうか



を審議して問題なしと回答した。

同年 10 月 27 日、「有識者会議」の審議
結果を受けて国土交通省は河内川ダムへの

補助金交付の継続を承認し、河内川ダム事

業は従来どおり続行されることとなった。

注） 国土交通省の「細目」が例示した

治水対策案の「1）ダム」の中に、「ダムは、

河川を横過して専ら流水を貯留する目的で

築造された構造物である。ただし、洪水調

節専用目的の場合、いわゆる流水型ダムと

して、通常時は流水を貯留しない形式とす

る例がある」との文言が唐突に挿入されて

いる。

地下水の豊かな小浜市と若狭町を利水事

業から撤退させ、河内川ダムを洪水調節専

用目的としたうえで、流水型ダム（穴あき

ダム）に設計変更する道が布設されている。

貯水が不能､危険であるとの調査結果を

得ながら建設を強行する河内川ダム事業に

は国家的詐欺の疑いがある。

（次号に続く） 『巨大ダムの"なぜ"を科学する』

(西松建設著・アーク出版・2014年刊) P.27より


